
【日 程】 令和6 年3 月1 日(金)
午前 10時 00分～午後 4時 20分

【会 場】 士別市民文化センター2階 会議室 1

【定 員】 ４０人
【参 加 料】 無 料

・全講座受講者には「修了証」

をお渡しします。

・関心のある講座のみ受講する

ことも可能です。

【共 催】士別市・士別消費者協会・和寒町・剣淵町・幌加内町

日 程 講座番号 時 間 テーマ 講 師

3/1
(金)

10：00

～10：20

オリエンテーション

消費生活見守りサポーターの役割

士別地区広域消費生活センター

消費生活相談員

講座１ 10：20

～12：00

高齢者や障がい者の財産を守る制度

～成年後見制度を知ろう～

弁護士法人木村雅一法律特

許事務所士別支部

弁護士 野中 英樹 氏

12：00 休憩

講座２ 13：00

～14：00

知っておきたい景品表示法

～その表示、法律違反かもしれません！～

公正取引委員会事務総局

北海道事務所取引課

課員 大島 瑞穂 氏

14：00 休憩

講座3 14：10

～16：10

高齢者も消費者！最近よく聞く SDGｓ

（エス・ディー・ジーズ）ってなに？

～カードゲームでSDGｓを体験～

ワークショップデザイン

describe with

代表 高橋 優介 氏

16：10 修了証授与 士別消費者協会 会長

悪質商法・特殊詐欺・架空請求など、高齢者をターゲットにした消費者トラブルが後

を絶ちません！このような状況のなか、高齢者の消費者被害の未然防止・拡大防止を目

的に「消費生活見守りサポーター」養成講座を開催します。

「消費生活見守りサポーター」とは、高齢者や障がい者などが被害にあいやすい消費者

トラブルについて、基本的な知識を学び、日常生活の中で地域の高齢者などへの情報提

供やトラブルを抱えている方を相談窓口につなぐパイプ役です。

★全講座受講の方進呈
士別市オリジナル副読本

（R3年3月改訂版） ★各講座受講の方全員に進呈

講 座 の 内 容



【講師プロフィール】

電話か FAX でお申し込み下さい 電話0165-23-3820 FAX0165-23-4790
士別地区広域消費生活センター（市民部くらし安全課内）

フリガナ

お名前
1.全講座受講できます

2.各講座を受講する方は講座番号に○を記入

【講座番号】 1・２・３

ご住所

〒 －

TEL

E-mail

各 講 師 へ

の質問

講座番号【 】

【講座１】野中 英樹 氏（のなか ひでき）弁護士法人木村雅一法律特許事務所弁護士

平成２０年弁護士登録。平成２７年から弁護士法人木村雅一法律特許事務所士別

支部に勤務。法政大学法科大学院法務研究科特任講師。

地域における社会的弱者救済のための幅広い活動を積極的に行っており、消費者

契約法や特定商取引法など消費者事件の取扱件数も多い。また、過疎化・高齢化

が進む地域事情もあり、多くの高齢者・障害者の成年後見人として、事件の類型

や職種を超えて権利擁護に取り組んでいる。消費者保護や成年後見に関する講演

実績も多数。

弁護士業務に加え、大学院で憲法の講師を務め、後進の育成にあたっている。

【講座3】高橋 優介 氏（たかはし ゆうすけ）

ワークショップデザインdescribe with 代表

SDGsカードゲームワークショップ「2030SDGｓ」公認ファシリテーター

室蘭市出身。2011年から環境ＮＧＯで国立公園の環境保全、震災支援活動など

に携わり、ボランティア活動のコーディネートを努める。

2013年、団体の事務局長に就任し、ファンドレイジング（ＮＰＯと寄付のマッ

チング）を担う。また「社会貢献教育ファシリテーター」を取得（北海道第1号）。全国の学校や企業・

自治体の研修でＳＤＧｓのプログラムなどを実施し、これまで約15,000 人にワ

ークショップを提供。

さらに脱炭素とまちづくりを考えるワークショップや災害から命を守るワークショップも展開し、社会

や環境に対する具体的なアクションのきっかけづくりを全国で行っている。

お申し込み・お問い合せ

【講座2】大島 瑞穂 氏（おおしま みずほ）

公正取引委員会事務総局北海道事務所取引課課員

公正取引委員会は、独占禁止法を運用することにより、自由な経済

活動が公正に行われるように、企業の違反行為に目を光らせ、消費

者の利益を守っている行政機関のひとつです。

講座では、不当な顧客誘引の禁止を目的とする法律「景品表示法」

について例示・事例を踏まえて分かりやすくお話します。


